
 

山形県教員指標 （新旧対照表） 

改正前 改正案 

山形県教員指標 
山形県教育委員会 

１ 策定の趣旨  

  山形県教育委員会は、教育公務員特例法第２２条の３に基づき、文部科学大臣が定める指

標の策定に関する指針を踏まえ、県内教職課程を有する大学及び各市町村教育委員会、各学

校、保護者、産業界の共通認識を得るとともに、パブリックコメントを通じて広く県民の意

見を反映させ、本県教員が「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」（令和３年１月 

中央教育審議会答申）で示された新しい時代における教員の姿を実現するため、高度専門職

としての職責、経験及び適性に応じて身に付ける資質・能力を明確化した指標を定める。 

  
 

２ 性格 

  指標は、本県教員が主体的に資質向上を図る際、教員としてのキャリアステージ全体を見

通し、自らの職責、経験、適性に応じて効果的・継続的な研修を行うための目安であり、県

教育委員会が研修計画を策定する際に踏まえるべきものとする。 

  また、校長は、指標及び研修計画、研修等に関する記録を踏まえて、教員に対し資質の向 

 上に関する指導助言を行うものとする。 

なお、指標は、人事評価に用いるものではない。 

 

３ 指標が対象とする教員等の範囲 

  県教育委員会が任命権者となる県立学校、市町村立小・中学校・義務教育学校の校長、副

校長・教頭、主幹教諭、教諭（常勤講師及び短時間勤務教諭を含む）、助教諭、養護教諭、

養護助教諭、栄養教諭とする。 

（非常勤講師については対象としないが、研修機会の充実に努め、資質向上を図る。） 

  なお、市町村立幼稚園及び市町村立幼保連携型認定こども園の教員等の指標については、

各市町村教育委員会の参考となるよう策定した。 

 

４ 校長の指標  

  校長の職責及び役割の大きさに鑑み、校長の指標を策定する。 

 

５ 本県が採用時に求める教員の姿（※山形県教員選考試験 基本方針より）  略 

 

６ 本県教員に求める「着任時の姿」  略 

 
７ 指標の段階 
  指標には、本県教育委員会が新規採用教員に対して求める資質を「着任時の姿」として第
一の段階に位置付け、それも含めて以下の段階を設ける。 

 

   

   
 
 
 
 
 
 

 

 

山形県教員指標 
山形県教育委員会 

１ 策定の趣旨  

  山形県教育委員会は、教育公務員特例法第22条の３に基づき、文部科学大臣が定める指標

の策定に関する指針及び山形県教育振興計画の趣旨を踏まえ、県内教職課程を有する大学及

び各市町村教育委員会、各学校、保護者、産業界の共通認識を得るとともに、パブリックコ

メントを通じて広く県民の意見を反映させ、本県教員が「『令和の日本型学校教育』の構築

を目指して」（令和３年１月 中央教育審議会答申）で示された新しい時代における教員の

姿を実現するため、高度専門職としての職責、経験及び適性に応じて身に付ける資質・能力

を明確化した指標を定める。 

  

２ 性格 

  指標は、本県教員が主体的に資質向上を図る際、教員としてのキャリアステージ全体を見

通し、自らの職責、経験、適性に応じて効果的・継続的な研修を行うための目安であり、山

形県教育委員会が研修計画を策定する際に踏まえるべきものとする。 

 また、校長は、指標及び研修計画、研修等に関する記録を踏まえて、教員に対し資質の向

上に関する指導助言を行うものとする。 

なお、指標は、人事評価に用いるものではない。 

 

３ 指標が対象とする教員等の範囲     

  山形県教育委員会が任命権者となる県立学校及び市町村立学校の校長、副校長・教頭、主幹

教諭、教諭（常勤講師及び短時間勤務教諭を含む）、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教

諭とする。 

（非常勤講師については対象としないが、研修機会の充実に努め、資質向上を図る。） 

  なお、校長の指標は、職責及び役割の大きさに鑑み、教諭とは別に個別の指標を策定するも

のとする。また、市町村立幼稚園及び市町村立幼保連携型認定こども園の教員等の指標につい

ては、各市町村教育委員会の参考となるよう策定した。 

 

（「３ 指標が対象とする教員等の範囲」に移動） 
 

（指標の「着任の姿」と内容が重なるため削除） 

 

（指標に示されているため削除） 

 
４ 指標の構成 
（１）指標には、山形県教育委員会が新規採用教員に対して求める資質を「着任時の姿」とし

て第一の段階に位置付け、それも含めて以下の段階を設ける。 

  ◯ 教諭、養護教諭、栄養教諭、幼稚園教諭のキャリアステージ（５段階） 
 

①着任時の姿   （初任時） 
②始発期    ※（初任時～３年目） 
③成長期    ※（４年目～10年目） 
④充実期    ※（11年目～20年目） 
⑤組織運営期  ※（21年目～退職） 

※キャリアステージごとに示した経験年数は、各教員が自ら資質向上を目指す際のあくま

でも目安であり、研修を受ける際等に参考とするものである。 

    例えば、本県教員としては初任であっても、他県で教員としての経験を積んでいる場合

などは、成長期にあたる研修で自らの資質向上を図ること等も考えられる。 

＜凡例＞ 

① 国の指針の改正を受けたもの…赤字 

② ７教振を踏まえ文言を整理したもの…青字 

③ 見やすく使いやすくなるよう体裁を整理した

もの…緑字 

資料３ 

◯教諭、養護教諭、栄養教諭、幼稚園教諭のキャリアステージ（５段階） 
 

・着任時の姿   （初任時） 
・始発期    ※（初任時～３年目） 
・成長期    ※（４年目～10年目） 
・充実期    ※（11年目～20年目） 
・組織運営期  ※（21年目～退職） 

※キャリアステージごとに示した経験年数は、各教員が自ら資質向上を目指す際のあくま

でも目安であり、研修を受ける際等に参考とするものである。 

 例えば、本県教員としては初任であっても、他県で教員としての経験を積んでいる場合

などは、成長期にあたる研修で自らの資質向上を図ること等も考えられる。 



 

 改正前 改正案 

９ 指標の構成 
（１）指標のキャリアステージ（５段階）を横軸とし、各観点を縦軸として、キャリアス 

テージ及び観点に即した項目内容を記述し、表を作成している。 

（２）各キャリアステージにおいて◯印を付けた重点項目は、各教員が自らの資質向上を 
図るため研修を受講する際などに、目安として活用できるようにするものである。
（その重点の時期以前に、研修及び教員としての経験等により身に付けておくこと
は、より望ましい。） 

（３）指標の「始発期」に位置付けた重点項目は、「探究型学習の趣旨理解」、「郷土愛 
の育成」、「ＩＣＴ機器の活用」など、本県教育の充実に向けて、教職の早い段階 
から身に付けてほしい資質として示したものである。特に、養護教諭や栄養教諭に 
は、学校において、より専門性の高い教員としてその能力を発揮してほしいという 
考え方から、「始発期」により多くの重点項目を位置付けている。 

（４）県教育委員会は、指標のキャリアステージ及び観点等を踏まえ、各教員が資質向上
を図るための研修計画を策定する。 

 

８ 指標の内容を定める観点 
  指標の内容を定めるため、教諭用、幼稚園教諭用、養護教諭用、栄養教諭用にそれぞれ、 

以下の観点を設定する。 

教諭用 

Ａ：教職の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

 

 

◯生徒指導力 

 ・児童生徒理解力・教育相談力 

・集団指導力・学級経営力 

◯学習指導力 

 ・基礎的授業力・カリキュラムマネジ 

  メント 

 ・指導の積極的改善 

 ・教師としての専門性の構築、専門教 

科の指導力強化 

◯特別支援教育力 

 ・特別支援教育の理解と実践力 

 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル  

◯総合的な人間力 

 ・社会力 

 ・豊かな人間性・教養 

 ・学び続ける姿勢 

◯教育公務員としての自覚 

◯チームマネジメント能力 
 ・経営参画意識 

 ・連絡調整力 
 ・チーム運営力 
 ・後輩への指導・助言力 

◯危機管理対応能力 
 ・学校安全の意識 
 ・学校情報管理の意識 

 

養護教諭用 

Ａ：養護教諭の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

◯養護教育力 

 ・健康相談力及び保健指導力 

 ・保健管理力   ・保健教育力    

・保健室経営力  ・保健組織活動力 

◯特別支援教育力 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

 

 

 

※教諭用と共通 

 

 
（２）指標のキャリアステージ（５段階）を縦軸とし、各観点を横軸として、キャリアス 

テージ及び観点に即した項目内容を記述し、表を作成している。 

（３）各キャリアステージにおける重点項目は、各教員が自らの資質向上を図るため研修
を受講する際などに、目安として活用できるようにするものである。（その重点の
時期以前に、研修及び教員としての経験等により身に付けておくことは、より望ま
しい。） 

（４）指標の「始発期」に位置付けた重点項目は、「探究学習の趣旨理解」、「郷土愛の 
育成」、「ＩＣＴの活用」など、本県教育の充実に向けて、教職の早い段階から身 
に付けてほしい資質として示したものである。特に、養護教諭や栄養教諭には、学 
校において、より専門性の高い教員としてその能力を発揮してほしいという考え方 
から、「始発期」により多くの重点項目を位置付けている。 

（５）山形県教育委員会は、指標のキャリアステージ及び観点等を踏まえ、各教員が資質向
上を図るための研修計画を策定する。 

 

５ 指標の内容を定める観点 
  指標の内容を定めるため、教諭用、養護教諭用、栄養教諭用、校長用、幼稚園教諭用にそれぞ 

れ、以下の観点を設定する。 

教諭用 

Ａ：教職の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

（指標との整合性により削除） 

 

◯生徒指導力 

 ・児童生徒理解力、教育相談力 

・集団指導力、学級経営力 

◯学習指導力 

 ・基礎的授業力、カリキュラム・マネ

ジメント 

 ・指導の積極的改善 

 ・教師としての専門性の構築、専門教 

科の指導力強化 

◯特別支援教育力 

（指標との整合性により削除） 

 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル  

◯総合的な人間力 

 ・社会力 

 ・豊かな人間性・教養 

 ・学び続ける姿勢 

◯教育公務員としての自覚 

◯チームマネジメント能力 
 ・経営参画意識 

 ・連絡調整力 
 ・チーム運営力 
 ・後輩への指導・助言力 

◯危機管理対応能力 
 ・学校・園の安全管理 
 ・学校・園の情報管理 

 

養護教諭用 

Ａ：養護教諭の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

（指標との整合性により削除） 

 ・健康相談力及び保健指導力 

 ・保健管理力    

・保健教育力    

・保健室経営力   

・保健組織活動力 

◯特別支援教育力 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

 

 

 

※教諭用と共通 

 

 

担任力 



 

 改正前 改正案 

 

栄養教諭用 

Ａ：栄養教諭の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

◯栄養教育力 

 ・食に関する指導力 

児童生徒理解力、食育推進力、 

給食時間における食に関する指導力、 

  教科等における食に関する指導力、 

個別的な相談指導力 

 ・学校給食管理力 

  栄養管理力、衛生管理力 

◯特別支援教育力 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

 

 

 

 

 

※教諭用と共通 

 

 

 

校長用 

◯総合的な人間力 

◯教育公務員としての自覚 

◯経営・組織マネジメント力（学校経営力、人材育成力、連携・協働調整力 

◯危機管理 

 

 

 

 

 

 

幼稚園教諭用 

Ａ：保育の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

◯幼児理解力 

 ・幼児理解力・教育相談力 

◯保育指導力 

 ・集団指導力 

 ・基礎的保育力・カリキュラムマネジ
メント 

 ・指導の積極的改善 

 ・保育の専門性の構築 

◯特別支援教育力 

 ・特別な支援を必要とする幼児への指
導・援助力 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

 

 

 

 

 

 

※教諭用と共通 

 

 

 

栄養教諭用 

Ａ：栄養教諭の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

（指標との整合性により削除） 

◯食に関する指導力 

・児童生徒理解力 

・食育推進力 

・給食時間における食に関する指導力 

 ・教科等における食に関する指導力 

・個別的な相談指導力 

◯学校給食管理力 

 ・栄養管理力 

・衛生管理力 

◯特別支援教育力 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

 

 

 

 

 

※教諭用と共通 

 

校長用 

◯総合的な人間力 ①管理職としての見識 ②学び続ける姿勢 

◯教育公務員としての自覚 

◯経営・組織マネジメント力 

・学校経営力 ①学校経営目標の設定と達成 ②カリキュラム・マネジメント ③組織体制づくり 
・人材育成力 ①人材育成 ②人材発掘 ③人事評価 

・連携・協働調整力 ①保護者・地域との連携・協働 ②教育委員会等との連携・協働    

③開かれた学校づくり 

◯危機管理 ①学校安全管理 ②学校情報管理 

 

 

幼稚園教諭用 

Ａ：保育の実践に関する資質・能力 Ｂ：教職の素養に関する資質・能力 

◯幼児理解力 

 ・幼児理解力・教育相談力 

◯保育指導力 

 ・集団指導力 

 ・基礎的保育力、カリキュラム・マネジメ
ント 

 ・指導の積極的改善 

 ・保育の専門性の構築 

◯特別支援教育力 

（指標との整合性により削除） 

 

◯ＩＣＴ活用力・情報モラル 

 

 

 

 

 

 

※教諭用と共通 

 

 

 

 

 

 



 

改正前 改正案 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正前 改正案 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正前 改正案 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正前 改正案 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改正前 改正案 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正前 改正案 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


